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Ⅰ  審査結果 

 

北陸電力株式会社が提出した「志賀原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（１号原

子炉施設の変更）及び同添付書類」（平成２２年６月２８日付け申請、平成２３年９月

３０日付け一部補正及び平成２４年３月１６日付け一部補正）に基づき審査した結果、

当該申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等

規制法」という。）第２６条第４項において準用する同法第２４条第１項第４号の基準

に適合しているものと認められる。 



 

 - 2 - 

Ⅱ 変更申請内容 

 

１号炉にウラン・プルトニウム混合酸化物燃料を取替燃料の一部として採用する。 
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Ⅲ  審査方針 

 

１．審査の基本方針 

 審査においては、原子炉等規制法第２６条第４項において準用する同法第２４条

第１項第４号に定める許可の基準に適合していることを判断するため、変更後にお

いても所要の安全設計等が確保されていることをその基本的事項について確認する

こととした。 

 

２．審査方法 

(1) 審査は、申請者が提出した「志賀原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（１

号原子炉施設の変更）及び同添付書類」に基づき行うこととした。 

 

(2) 審査に当たっては、原子力安全委員会が用いることとした以下の指針のほか、

法令で定める基準等を用いることとした。 

①「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」 

               昭和３９年５月（平成元年３月一部改訂） 

②「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」  

平成２年８月（平成１３年３月一部改訂） 

③「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」 

平成２年８月（平成２１年３月一部改訂） 

④「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」 

平成２年８月（平成１３年３月一部改訂） 

⑤「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」 

               昭和５６年７月（平成４年６月一部改訂） 

⑥「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」 

               昭和５９年１月（平成２年８月一部改訂） 

⑦「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」 

              昭和５０年５月（平成１３年３月一部改訂） 

⑧「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」 

              昭和５１年９月（平成１３年３月一部改訂） 
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(3) また、原子炉安全専門審査会が取りまとめた以下の報告書も活用することとし

た。 

 ①「沸騰水型原子炉に用いられる８行８列型の燃料集合体について」 

                         昭和４９年１２月 

②「沸騰水型原子炉の炉心熱設計手法及び熱的運転制限値決定手法について」 

                     昭和５１年２月 

 ③「沸騰水型原子炉の炉心熱設計手法及び熱的運転制限値決定手法の適用について」 

                               昭和５２年２月 

④「取替炉心検討会報告書」                 昭和５２年５月 

 

(4) さらに、原子炉安全基準専門部会等が取りまとめた以下の報告書も活用すること

とした。 

①「『燃料被覆管は機械的に破損しないこと』の解釈の明確化について」 

             昭和６０年７月（平成２年８月一部改訂） 

②「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」       昭和６３年５月 

③「沸騰水型原子炉に用いられる９行９列型の燃料集合体について」 

                          平成６年３月 

④「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」 

                          平成７年６月 

⑤「『発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について』に係る追加

データ等の整理について」                平成１９年７月 

⑥「改良型沸騰水型原子炉における混合酸化物燃料の全炉心装荷について」          

             平成１１年６月（平成１３年３月一部改訂） 

⑦「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価に用いる崩壊熱データについて」 

                          平成４年６月 

⑧「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱い

について」                       平成１０年４月 

⑨「『プルトニウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプルトニウムに関する

めやす線量について』の適用方法などについて」 

            平成１０年１１月（平成１３年３月一部改訂） 
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⑩「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」        

              平成元年３月（平成１３年３月一部改訂） 

 

(5) その他、平成５年７月に通商産業省が取りまとめた「発電用軽水型原子炉施設に

用いられるＭＯＸ燃料について」を活用するとともに、先行炉の審査経験等も参考

とすることとした。 
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Ⅳ 審査内容 

 

本原子炉施設の変更に関する原子炉施設の安全設計、平常運転時における線量評価、

運転時の異常な過渡変化の解析、事故の解析及び立地評価のための想定事故（重大事故

及び仮想事故）の解析について審査した結果は、次のとおりである。 

 

１．原子炉施設の安全設計 

１．１ 炉心 

本変更は、１号炉の炉内の燃料集合体 368 体のうち、取替燃料の一部としてウラ

ン・プルトニウム混合酸化物（以下「ＭＯＸ」という。）燃料集合体を最大60体（炉

内の全重金属（ウラン及びそれ以上の質量数を持つ元素）初期重量に対するＭＯＸ燃

料棒に含まれる全重金属の初期重量の比で約13％）装荷するものである。 

ＭＯＸ燃料集合体は、燃料棒の配列を８行８列とする高燃焼度８×８燃料集合体と

集合体形状を同一とし、燃料集合体最高燃焼度を 40,000MWd/t、ＭＯＸ燃料棒とウ

ラン燃料棒（ガドリニアを含む。）で構成される。 

燃料集合体平均プルトニウム含有率は、原料のプルトニウム組成比及びウラン母材

のウラン235濃度に応じて変化させ、高燃焼度８×８燃料集合体における平均ウラン

235 濃縮度約 3.1wt%相当の反応度以下（燃料集合体平均プルトニウム含有率約

3.0wt%～約6.0wt%、燃料集合体平均ウラン235 濃縮度約1.0wt%～約1.2wt%）と

なるよう決定される。また、ペレット最大プルトニウム含有率を 10wt%以下、ペレ

ット最大核分裂性プルトニウム富化度を6wt%以下としている。原料のプルトニウム

組成比は原子炉級（核分裂性プルトニウム割合約58wt%～約81wt%）としている。 

 

 (1) 機械設計 

燃料集合体の機械設計においては、以下に示す事項を満足することが要求さ

れる。 

① 炉心は、原子炉冷却系、原子炉停止系、計測制御系及び安全保護系（以

下「プラントの各系統」という。）の機能とあいまって、通常運転時及び

運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界を超えることの

ない設計であること。 
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② 燃料集合体は、原子炉内における使用期間中に生じ得る種々の因子を考

慮しても、その健全性を失うことがない設計であること。 

③ 燃料集合体は、輸送及び取扱い中に過度の変形を生じない設計であるこ

と。 

④ 炉心を構成する燃料棒以外の構成要素は、通常運転時、運転時の異常な

過渡変化時及び事故時において、原子炉の安全停止及び炉心の冷却を確保

し得る設計であること。 

 

これらの要求事項に対して、本申請においては、次のような機械設計上の考

慮を行うとしている。 

その際、ＭＯＸ燃料棒の設計評価には、「発電用軽水型原子炉施設に用いら

れる混合酸化物燃料について」（以下「１／３ＭＯＸ報告書」という。）にお

いて妥当性が確認されている燃料設計手法が使用されている。この手法は、「発

電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」において妥当性が確認されており、

さらにＭＯＸ燃料棒の評価のために、ＭＯＸ燃料ペレットの物性、核特性、照

射挙動（熱伝導率、燃料ペレット径方向出力分布、核分裂生成ガス放出率等）

が反映されているものである。また、近年得られた燃料被覆管材料及び燃料ペ

レットの物性データを反映している。 

燃料被覆管の応力については、ＭＯＸ燃料の燃料棒寸法、燃料棒内圧等を統

計的に考慮した応力評価の結果、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に

おいて、応力の計算値と許容応力との比である応力設計比の95%確率上限値は

1 より小さいとしている。なお、形状が複雑な端栓部については、有限要素法

を用い決定論的に求められた応力の計算値が許容応力を下回っている。 

燃料被覆管の累積疲労については、ＭＯＸ燃料の炉内滞在期間を７年とし、

その間の起動停止や負荷変化による応力サイクルを考慮して累積疲労係数が評

価されており、この値は、許容限界値１．０を下回っている。 

ＭＯＸ燃料は、核分裂生成ガス放出率がウラン燃料に比べ若干高めの傾向で

あることから、燃料棒の伝熱特性の低下及び燃料棒内圧の上昇がウラン燃料に

比べ大きくなる特徴がある。このため、ＭＯＸ燃料では、ウラン燃料で従来よ

り行われている初期ヘリウム加圧、ペレットの高密度焼結に加え、ＭＯＸ燃料
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棒のプレナム体積を大きくしている。これにより、燃料中心温度は、燃料寿命

を通じて融点に対して低く抑えられ、また、通常運転時及び運転時の異常な過

渡変化時においても、燃料棒内圧によるＭＯＸ燃料の燃料被覆管の応力は許容

応力を超えないように設計される。 

これらのほか、フレッティング腐食、燃料被覆管の水素化、燃料被覆管のク

リープ圧潰、ペレット－燃料被覆管相互作用、寸法形状安定性等についても、

燃料の健全性を失うことのないように設計される。 

なお、ＭＯＸ燃料は、燃料ペレット内にプルトニウム含有率の不均一が生じ

る可能性があるが、この不均一性は燃料の健全性に影響を与えない範囲で管理

される。 

ＭＯＸ新燃料は、輸送及び取扱い中に受ける通常の荷重並びに輸送中の高温

状態に耐えるように設計される。 

さらに、Ⅳ３．に示すように、プラントの各系統の機能とあいまって、運転

時の異常な過渡変化時にも、燃料の許容設計限界を超えることはないとしてい

る。 

また、炉心を構成する燃料棒以外の構成要素は、通常運転時、運転時の異常

な過渡変化時及び事故時において想定される荷重の組合せに対し、原子炉の安

全停止及び炉心の冷却を確保するために必要な構造及び強度を維持できるよう

に設計される。 

 

これらのことから、本原子炉施設の燃料集合体の機械設計は、要求事項を満

足しており、妥当なものと判断した。 

 

(2) 核設計 

炉心の核設計においては、以下に示す事項を満足することが要求される。 

① 運転に伴う反応度の変化を安定に制御できるとともに、高温状態及び低温

状態において、最大の反応度価値を有する制御棒１本が完全に引き抜かれた

状態であっても、炉心を臨界未満にできる設計であること。 

② 予想されるすべての運転範囲において、反応度フィードバックが急速な固

有の出力抑制効果を有する設計であること。 

③ 炉心は、プラントの各系統の機能とあいまって、通常運転時及び運転時の
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異常な過渡変化時においても、燃料の許容設計限界を超えることのない設計

であること。 

 

これらの要求事項に対して、本申請においては、次のような核設計上の考慮を

行うとしている。 

その際、解析に用いられているＭＯＸ燃料及びその装荷炉心に対する核設計手

法については、「１／３ＭＯＸ報告書」において妥当性が確認されている核設計

手法が使用されている。  

原子炉の反応度制御は、制御棒及び原子炉再循環流量に加えて、燃料中に添加

する可燃性中性子吸収物質であるガドリニアで行われる。 

９×９燃料（Ａ型）又は９×９燃料（Ｂ型）及びＭＯＸ燃料60体を装荷した

平衡炉心においては、全制御棒を全挿入した状態から最大反応度価値を有する制

御棒 1 本が完全に引き抜かれた場合でも、炉心の実効増倍率が常に 0.99 未満と

なるように設計するとしている。すなわち、最大反応度価値を有する制御棒1本

が完全に引き抜かれた場合でも、炉心を臨界未満にできるとしている。 

急速な固有の出力抑制効果をもたらす反応度フィードバック特性としては、ド

ップラ効果及びボイド効果がある。ドップラ係数及び減速材ボイド係数は、各サ

イクルを通じて負の値になるように設計される。なお、減速材温度係数は温度及

び燃焼度により変化するが絶対値が小さいこと等から設計上は規定しないとし

ている。これらの反応度係数を総合した出力反応度係数はサイクル期間中、常に

負の値となるように設計される。 

また、Ⅳ３．に示すように、プラントの各系統の機能とあいまって、運転時の

異常な過渡変化時においても燃料の許容設計限界を超えることはないとしてい

る。 

運転時の異常な過渡変化の解析に用いる設計用スクラム反応度曲線について

は、ＭＯＸ燃料 20 体を装荷したサイクルからＭＯＸ燃料 60 体を装荷した平衡

サイクルに至るまでの各サイクルにおける燃焼によるスクラム反応度曲線の劣

化が考慮されている。 

ＭＯＸ燃料が装荷された炉心特性は、ＭＯＸ燃料のプルトニウム同位体組成の

変動による核特性への影響についても考慮されている。 
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なお、９×９燃料（Ａ型）、９×９燃料（Ｂ型）及びＭＯＸ燃料が混在する場

合があるが、これらの炉心の核特性は混在する９×９燃料（Ａ型）又は９×９燃

料（Ｂ型）のみで構成された平衡炉心並びに９×９燃料（Ａ型）又は９×９燃料

（Ｂ型）及びＭＯＸ燃料 60 体を装荷した平衡炉心の核特性の中間的なものとな

るとしている。 

その他、ＭＯＸ燃料が装荷された炉心における制御棒の最大反応度価値につい

ても、制御棒落下等への影響を小さく抑えるため、制御棒引抜手順に従って操作

することに加え、制御棒の引抜操作の補助装置として制御棒価値ミニマイザを設

けて制御棒の引抜手順を監視することによって、臨界近接時の制御棒１本の最大

反応度価値を0.010Δk以下とするように制限される。 

 

これらのことから、本原子炉施設の炉心の核設計は、要求事項を満足しており、

妥当なものと判断した。 

 

(3) 熱水力設計 

炉心の熱水力設計においては、以下に示す事項を満足することが要求される。 

① 最小限界出力比（以下「ＭＣＰＲ」という。）は、通常運転時、運転時

の異常な過渡変化時においてプラントの各系統の機能とあいまって許容設

計限界以上であること。すなわち、運転時の異常な過渡変化時においても

炉心内の 99.9％以上の燃料棒が沸騰遷移を起こさないように定められた値

以上であること。 

② 燃料被覆管は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時においてプラン

トの各系統の機能とあいまって機械的に破損しないこと。すなわち、運転

時の異常な過渡変化時においても燃料被覆管の円周方向平均塑性歪は、1%

以下であること。 

 

これらの要求事項に対して、本申請においては、次のような熱水力設計上の

考慮を行うとしている。 

その際、解析には、「１／３ＭＯＸ報告書」において妥当性が確認されてい

る核設計手法並びに「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」及び「１
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／３ＭＯＸ報告書」において妥当性が確認されている燃料設計手法が使用され

ている。これらの手法にＭＯＸ燃料の特性を適切に取り込むことにより挙動を

評価することが可能であるとしている。 

また、「沸騰水型原子炉の炉心熱設計手法及び熱的運転制限値決定手法につ

いて」、「沸騰水型原子炉の炉心熱設計手法及び熱的運転制限値決定手法の適

用について」等において妥当性が確認されている炉心熱設計手法が使用されて

いる。 

ＭＣＰＲの許容限界値については、ウラン燃料の場合と同様の製造公差に伴

う局所出力分布の不確かさに加え、ＭＯＸ燃料の製造時におけるプルトニウム

含有率調整に伴う局所出力分布の不確かさを考慮して評価された値1.08が用い

られている。 

また、ＭＯＸ燃料は高燃焼度８×８燃料と集合体形状が同一であり、９×９

燃料（Ａ型）及び９×９燃料（Ｂ型）と圧力損失特性は、ほぼ同等であること

から、これらの燃料は互いに熱水力的な共存性を有しているとしている。９×

９燃料（Ａ型）又は９×９燃料（Ｂ型）及びＭＯＸ燃料60体を装荷した平衡炉

心について、通常運転時の熱水力特性の評価が行われており、９×９燃料（Ａ

型）、９×９燃料（Ｂ型）及びＭＯＸ燃料について、それぞれ通常運転時の熱

的制限値（ＭＣＰＲが９×９燃料（Ａ型）で1.26、９×９燃料（Ｂ型）で1.25、

ＭＯＸ燃料で1.27）を満足して運転可能であるとしている。 

さらに、通常運転時のＭＣＰＲを通常運転時の熱的制限値以上に制限するこ

とによって、Ⅳ３．に示すように、プラントの各系統の機能とあいまって運転

時の異常な過渡変化時においても、ＭＣＰＲの許容限界値1.08を下回らないと

している。その際、炉心核特性及び燃料棒伝熱特性については、異なる種類の

燃料の混在を考慮して、プラント挙動が厳しくなるような解析条件が選定され

ている。 

燃料被覆管の円周方向平均塑性歪については、燃料の性質、寸法等を考慮し

て検討が行われ、ＭＯＸ燃料の1%塑性歪に対応する燃料棒の線出力密度に対す

る出力余裕は、燃料寿命を通じて設計用出力履歴に対して65%以上としている。

したがって、ＭＯＸ燃料が装荷された場合においては、燃料被覆管の円周方向

平均塑性歪を 1%以下とするための条件として燃料棒線出力密度を設計用出力
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履歴の 165%以下としている。通常運転時の線出力密度を 44.0kW/m 以下に制

限することによって、Ⅳ３．に示すように、プラントの各系統の機能とあいま

って通常運転時はもちろん、運転時の異常な過渡変化時においても、燃料被覆

管の円周方向平均塑性歪は1%には達しないとしている。 

 

これらのことから、本原子炉施設の炉心の熱水力設計は、要求事項を満足し

ており、妥当なものと判断した。 

 

(4) 動特性 

原子炉を安定に運転するためには、出力振動が生じてもそれを容易に制御でき

る設計であることが要求される。すなわち、燃料の許容設計限界を超える状態に

至らないよう十分な減衰特性を持つか、あるいは出力振動を制御し得ることが要

求される。 

 

この要求事項に対して、本申請においては、次のような安定性に関する設計上

の考慮を行うとしている。 

本原子炉においては、チャンネル水力学的安定性、炉心安定性、領域安定性及

びプラント安定性について、限界基準（減幅比＜１、減衰係数＞０）を満たすよ

うに設計される。さらに、炉心安定性及びプラント安定性について、限界基準に

安全裕度を持たせた運転上の設計基準（減幅比≦0.25、減衰係数≧0.22）を適用

するとしている。 

本原子炉では、ボイド変化に伴う不安定な出力振動が生じないように設計され

るとともに、反応度外乱に対しては、ボイド効果、ドップラ効果等に基づく負の

出力反応度係数による自己制御性を有するように設計される。なお、ＭＯＸ燃料

が装荷された炉心はウラン炉心に比べ負である減速材ボイド係数、ドップラ係数

の絶対値がより大きくなり、遅発中性子割合が小さくなる。また、強制循環によ

って水力学的な乱れを抑えることにより、負荷変動や外乱に対する安定性の向上

及び沸騰による中性子束ノイズ特性の改善が図られるとしている。 

さらに、原子炉の安定性の余裕を確保するために、運転特性を考慮した安定性

制限曲線が設けられるとともに、原子炉再循環ポンプ１台又は２台トリップして
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低炉心流量高出力領域に入った場合には、選択制御棒挿入機構によって、あらか

じめ選択された制御棒が自動的に炉心内に挿入され、出力を抑制するとしている。 

このような設計の妥当性を評価するために、チャンネル水力学的安定性、炉心

安定性及び領域安定性については、安定性が厳しくなる出力分布の条件等を用い

ている。さらに、炉心安定性及び領域安定性については、安定性が厳しくなるサ

イクル末期について、炉心全体をＭＯＸ燃料の装荷を考慮した領域数に分けて解

析が行われている。 

いずれの安定性についても解析結果は、限界基準を満足し、さらに、炉心安定

性については、運転上の設計基準を満足しており、燃料の許容設計限界を超える

状態に至らないような減衰特性を有するとしている。 

また、プラント安定性については、運転中の圧力設定値の変更、制御棒の操作

又は原子炉再循環流量の変化等、運転中に予想される外乱を与えて解析が行われ

ている。解析結果は、プラントの各系統の機能とあいまって、限界基準及び運転

上の設計基準を満足しており、プラントの安定に必要な減衰特性を有するとして

いる。 

さらに、定格出力運転時におけるキセノンによる出力の空間振動に対する安定

性については、空間振動を抑制できるような負の出力反応度係数を有するとして

いる。 

 

これらのことから、本原子炉施設の炉心の安定性に関する設計は、要求事項を

満足しており、妥当なものと判断した。 

 

１．２ 原子炉停止系 

１号炉の取替燃料の一部としてＭＯＸ燃料を採用する変更に伴い、原子炉停止系

の設計においては、以下に示す事項を満足することが要求される。 

① 原子炉停止系は、高温待機状態又は高温運転状態から、炉心を臨界未満にで

き、かつ、高温状態で臨界未満を維持できる少なくとも二つの独立した系を有

する設計であること。 

② 原子炉停止系に含まれる独立した系のうち少なくとも一つは、通常運転時及

び運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界を超えることなく、
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高温状態で炉心を臨界未満にでき、かつ、高温状態で臨界未満を維持できる設

計であること。また、原子炉停止系に含まれる独立した系のうち少なくとも一

つは、低温状態で炉心を臨界未満にでき、かつ、低温状態で臨界未満を維持で

きる設計であること。 

③ 事故時において、原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくとも一つは、

炉心を臨界未満にでき、また、原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくと

も一つは、炉心を臨界未満に維持できる設計であること。 

 

これらの要求事項に対して、本申請においては、次のような設計上の考慮を行う

としている。 

本原子炉施設には、原子炉緊急停止能力を持つ制御棒及び制御棒駆動系並びにほ

う酸水注入系の二つの独立した系が設けられる。 

制御棒及び制御棒駆動系については、ＭＯＸ燃料の装荷を考慮しても、Ⅳ３．に

示すように、運転時の異常な過渡変化時において、炉心特性とあいまって、燃料の

許容設計限界を超えることなく、炉心を臨界未満にでき、かつ、維持できるととも

に、Ⅳ４．に示すように、事故時において、炉心を臨界未満にでき、かつ、維持で

きるとしている。 

ほう酸水注入系について、本申請においては、三次元解析によりほう酸水注入系

作動時の未臨界性評価を行うことを前提に、停止余裕0.015Δk（実効増倍率0.985）

を設計基準としている。ＭＯＸ燃料を装荷したサイクル以降、ほう酸水の反応度価

値が低下することを考慮しても、0.001Δk/min以上の負の反応度を与え、原子炉を

定格出力運転状態から 0.015Δk 以上の余裕を持って炉心を臨界未満にでき、かつ、

維持できるように設計するとしている。 

 

これらのことから、本原子炉施設の原子炉停止系の設計は、要求事項を満足して

おり、妥当なものと判断した。 

 

１．３ 燃料取扱及び貯蔵設備 

本変更は、ＭＯＸ燃料集合体及び使用済ＭＯＸ燃料集合体を、１号炉の使用済燃料

貯蔵プールにおいて取扱い及び貯蔵するものである。 
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本変更に係る燃料の貯蔵設備及び取扱設備の設計においては、以下に示す事項を満

足することが要求される。 

① 燃料の貯蔵設備は、想定されるいかなる場合でも、臨界を防止できる設計であ

ること。 

② 燃料の貯蔵設備は、崩壊熱を十分に除去し最終的な熱の逃がし場へ輸送できる

系統及びその浄化系を有すること。 

③ 燃料の取扱設備は、移送操作中の燃料集合体の落下を防止できること。 

④ 燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、放射線業務従事者の線量を合理的に達成でき

る限り低減できるように、放射線防護上の措置を講じた設計であること。 

 

これらの要求事項に対して、本申請においては、次のような設計上の考慮を行うと

している。 

１号炉の使用済燃料貯蔵プールにおける燃料の臨界防止については、既設の中性子

吸収材であるほう素を添加したステンレス鋼製使用済燃料貯蔵ラックにおいて、ＭＯ

Ｘ燃料の貯蔵を考慮しても、適切な燃料間距離をとることにより、燃料を貯蔵容量最

大で貯蔵し、かつ、プール水温、使用済燃料貯蔵ラック内燃料位置等について想定さ

れるいかなる場合でも実効増倍率を0.95以下に保つことができるとしている。 

１号炉の使用済燃料貯蔵プールの除熱能力については、ＭＯＸ燃料の貯蔵を考慮し

ても、原子炉ウェルと使用済燃料貯蔵プールを仕切るプール・ゲートを閉じた時点で

炉心から取り出した燃料１回分取替量から発生する崩壊熱とそれ以前の燃料取替で取

り出した使用済燃料から発生する崩壊熱の合計として定義する通常最大熱負荷を既設

の燃料プール冷却浄化系の熱交換器で除去し、プール水温が52℃を超えないようにす

ることができるとしている。さらに、燃料サイクル末期における全炉心の崩壊熱とそ

れ以前の燃料取替により取り出した使用済燃料から発生する崩壊熱の合計として定義

する最大熱負荷についても、既設の残留熱除去系を併用して除去し、プール水温を

65℃以下に保つことができるとしている。 

１号炉におけるＭＯＸ燃料集合体の取扱設備は、既設の燃料取替機等であり、ワイ

ヤの二重化等により燃料集合体の移送操作中の落下を防止するとしている。 

ＭＯＸ新燃料の取扱い及び貯蔵時の放射線防護上の措置については、放射線業務従

事者の線量を合理的に達成できる限り低くするように、ＭＯＸ新燃料の表面線量率が
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ウラン新燃料に比べて高いという特徴を考慮し、燃料との距離の確保、必要に応じた

遮へい体の設置等の被ばく低減手法を組み合わせるとしている。また、ＭＯＸ新燃料

は使用済燃料貯蔵プールで保管される。 

使用済ＭＯＸ燃料の貯蔵設備及び取扱設備の放射線防護上の措置については、従来

と同様、遮へいに必要な水深を確保した状態で、水中で取扱い、使用済燃料貯蔵プー

ルで保管するとしている。 

 

これらのことから、本原子炉施設の燃料取扱及び貯蔵設備の設計は、要求事項を

満足しており、妥当なものと判断した。 
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２．原子炉施設周辺の一般公衆の受ける線量評価 

本申請においては、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

及び「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」の一部改訂（平

成１３年３月）に伴い、１号炉及び２号炉の平常運転時における原子炉施設周辺の

一般公衆の線量評価が行われている。 

 

２．１ 解析結果 

気体廃棄物中の放射性希ガスのガンマ線に起因する実効線量、液体廃棄物中に含

まれる放射性物質（放射性よう素を除く）に起因する実効線量及び放射性よう素に

起因する実効線量については、それぞれ年間約 7.5μSv、年間約 8.8μSv 及び年間

約0.9μSvとなり、合計で年間約17μSvとしている。 

 

２．２ 評価 

環境に放出される放射性物質に起因する実効線量の計算方法は、「発電用軽水型

原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」に示されたものであり、妥当なも

のと判断した。 

また、解析結果については、敷地等境界外における１号炉及び２号炉に起因する

実効線量の最大値は年間約 17μSv であり、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量

目標値に関する指針」に示される線量目標値（実効線量で年間50μSv）を満足して

おり、周辺監視区域境界外における実効線量は法令に定める線量限度（実効線量で

年間 1mSv）を十分下回るとともに、一般公衆の受ける線量が合理的に達成できる

限り低減される設計であるものと判断した。 
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３．運転時の異常な過渡変化の解析 

１号炉の取替燃料の一部としてＭＯＸ燃料を採用する変更に伴い、安全保護系、原

子炉停止系等の設計が妥当であることを確認するため、「発電用軽水型原子炉施設の

安全評価に関する審査指針」（以下「安全評価指針」という。）に基づき、運転時の

異常な過渡変化として、以下の事象の解析が行われている。 

① 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 

・原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き 

・出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 

② 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 

・原子炉冷却材流量の部分喪失 

・原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 

・外部電源喪失 

・給水加熱喪失 

・原子炉冷却材流量制御系の誤動作 

③ 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化 

・負荷の喪失 

・主蒸気隔離弁の誤閉止 

・給水制御系の故障 

・原子炉圧力制御系の故障 

・給水流量の全喪失 

解析に当たっては、ＭＯＸ燃料の装荷に伴い、減速材ボイド係数、ドップラ係数、

局所出力ピーキング係数、燃料物性等が変わることを考慮し、解析条件が設定されて

いる。また、ＭＯＸ燃料のプルトニウム同位体組成の変動についても考慮されている。 

審査に当たっては、「安全評価指針」に基づき、上記のそれぞれの事象に応じて以

下に示す具体的な判断基準を用い、解析結果の評価を行った。 

① ＭＣＰＲは許容限界値以上であること。すなわち、ＭＣＰＲの最小値はⅣ１．

１に示した許容限界値1.08以上であること。 

② 燃料被覆管は、機械的に破損しないこと。すなわち、燃料被覆管の円周方向の

平均塑性歪が1%（Ⅳ１．１に示したように、線出力密度が設計用出力履歴の165%

となることに相当）以下であること。 
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なお、解析に当たっては、局所の表面熱流束が定格値の165%以下となること

を確認することにより、線出力密度が設計用出力履歴の165%以下となるとした。 

③ 燃料エンタルピは、「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価

指針」（以下「反応度投入事象評価指針」という。）に示された燃料の許容設計

限界を超えないこと。「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」の解析

結果の評価に当たっては、「反応度投入事象評価指針」及び「発電用軽水型原子

炉施設の反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」（以下

「反応度投入事象取扱報告書」という。）も用いた。 

④ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である

8.62MPa[gage]の1.1倍の圧力（9.48MPa[gage]）以下であること。 

解析結果及び評価は、以下のとおりである。 

 

３．１ 解析結果 

ＭＣＰＲについては、通常運転時の異常な過渡変化のうち、定格出力状態から始ま

る過渡変化時にＭＣＰＲの変化が最も大きいものに着目して、その通常運転時の熱的

制限値が決められている。具体的なＭＣＰＲの運転制限値は、以下のとおりである。 

９×９燃料（Ａ型）             1.26 

９×９燃料（Ｂ型）             1.25 

ＭＯＸ燃料                 1.27 

この値以上に維持して運転していれば、最も厳しい過渡変化である「負荷の喪失（発

電機負荷遮断、タービン・バイパス弁不作動）」でも、許容限界値 1.08 を下回るこ

とはない。 

燃料被覆管の機械的破損については、局所の表面熱流束の最大値が「出力運転中の

制御棒の異常な引き抜き」において定格の約124%となるが、燃料被覆管の円周方向

の平均塑性歪 1%に対応する局所の表面熱流束値 165%を下回っている。なお、解析

では、引き抜かれる制御棒周辺の局所的な炉心挙動の評価が必要であり、ＭＯＸ燃料

装荷以降の代表的な炉心状態である９×９燃料（Ａ型）又は９×９燃料（Ｂ型）及び

ＭＯＸ燃料 60 体を装荷した平衡炉心について、引抜制御棒近傍の燃料が通常運転時

の熱的制限値の状態となる制御棒パターンを設定することにより、過渡変化の結果が

厳しくなるようにしている。 
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本事象は、あらかじめ定められた制御棒引抜阻止信号近傍の出力で収束することか

ら、異なる種類の燃料の混在による影響はほとんど受けない。 

したがって、異なる種類の燃料が混在する場合に対しても解析結果は保守性を有し

ている。 

燃料エンタルピの最大値は、「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」に

おいて、９×９燃料（Ａ型）で約131kJ/kg、９×９燃料（Ｂ型）で約143kJ/kg、Ｍ

ＯＸ燃料で約 145kJ/kg であり、これらは、燃料の許容設計限界を超えない。なお、

解析は、引き抜かれる制御棒周辺の局所的な炉心挙動の評価が必要であり、ＭＯＸ燃

料装荷以降の代表的な炉心状態である９×９燃料（Ａ型）又は９×９燃料（Ｂ型）及

びＭＯＸ燃料 60 体を装荷した平衡炉心について行われている。ここで、解析に用い

る制御棒価値等には保守性が考慮されており、異なる種類の燃料が混在する場合に対

しても解析結果は保守性を有している。また、本事象において浸水燃料の存在及び燃

焼の進んだ燃料を考慮しても、浸水燃料の破裂やその他の燃料の破損は生じない。 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最大となるのは、「負荷の喪失（発電

機負荷遮断、タービン・バイパス弁不作動）」であり、約8.21MPa[gage]となる。こ

れは、原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の1.1倍を下回っている。 

なお、「炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化」及び「原子炉冷却材圧力又は原

子炉冷却材保有量の異常な変化」における各事象では炉心核特性及び燃料棒伝熱特性

について、異なる種類の燃料の混在を考慮して、プラント挙動が厳しくなるような解

析条件が選定されている。 

運転時の異常な過渡変化の解析結果の一覧を第１表に示す。 

 

３．２ 評価 

「１／３ＭＯＸ報告書」において「安全評価指針」に示された事象をそのまま用い

ることができるとしている。 

運転時の異常な過渡変化として取り上げられている事象については、「安全評価指

針」に基づき、「炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化」、「炉心内の熱発生又

は熱除去の異常な変化」及び「原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変

化」のそれぞれに対して、解析の結果が厳しくなる事象が選定されており、事象の選

定は妥当なものと判断した。 
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また、解析に用いられる条件及び手法は、①から③に示すとおり妥当なものと判断

した。 

① 事象の解析に当たっては、通常運転範囲及び運転期間の全域について考慮し、

サイクル期間中の炉心燃焼度変化、燃料交換等による長期的な変動及び運転中予

想される異なった運転モードを考慮して、判断基準に照らして最も厳しくなる初

期状態が選定されている。また、解析は、原則として事象が収束し、支障なく冷

態停止に至ることができることが合理的に推定できる時点までが包含されてい

る。 

② 解析に当たって考慮する安全機能は、原則として「発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類審査指針」という。）

において定めるＭＳ－１及びＭＳ－２に属する構築物、系統及び機器による機能

とされている。また、ＭＳ－３に属する逃がし安全弁（逃がし弁機能）、タービ

ン・バイパス系、冷却材再循環系（再循環ポンプトリップ機能）、原子炉核計装

系（制御棒引抜監視装置）及び選択制御棒挿入機構について、その機能を期待す

るとしている。 

  想定された事象に加えて、事故に対処するために必要な系統及び機器について

は、解析の結果を最も厳しくする機器の単一故障が仮定されている。 

  安全保護系の動作を期待する場合には、安全保護系作動のための信号の種類及

び信号発生時点が明確にされている。 

  原子炉のスクラムの効果を期待する場合には、スクラムを生じさせる信号の種

類を明確にした上、適切なスクラム遅れ時間が考慮され、かつ、当該事象の条件

において最大反応度価値を有する制御棒１本が、全引き抜き位置にあるものとし

て停止効果が考慮されている。 

③ 解析に使用されている計算プログラム等は、いずれも実験結果との比較等によ

り、その使用の妥当性が確認されている。解析に使用されているモデル及びパラ

メータは、解析の結果が厳しくなるよう選定されており、また、パラメータにつ

いては、「１／３ＭＯＸ報告書」に従い、ＭＯＸ燃料の特性がプルトニウム同位

体組成の変動の影響も含めて事象に応じて適切に反映され、不確定因子が考えら

れる場合には、適切な安全余裕が見込まれている。 
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以上のように、事象の選定、解析の条件及び手法は妥当であり、Ⅳ３．１に示すよ

うに解析結果は判断基準を満足していることから、本原子炉施設の安全保護系、原子

炉停止系等の設計は、妥当なものと判断した。 



 

 

第 1 表 運転時の異常な過渡変化の解析結果まとめ 

評価事象  

ＭＣＰＲの最小値  
局所の表面熱

流束の最大値

(%) 

燃料エンタルピの最大値(kJ/kg) 原子炉冷却材圧力バウンダリに  
かかる圧力の最大値  

(MPa[gage]) 
9×9 燃料  

(A 型 ) 
9×9 燃料  

(Ｂ型 ) 
ＭＯＸ燃料 9×9 燃料  

(A 型 ) 
9×9 燃料  

(Ｂ型 ) 
ＭＯＸ燃料  

原子炉起動時における  
制御棒の異常な引き抜き  

－  －  －  －  約 131 約 143 約 145 約 7.49 

出力運転中の制御棒の  
異常な引き抜き  

 1.11  1.10  －   約 124 －  －  －  
（約 6.93MPa[gage]*1,2 から  
 ほとんど上昇せず）  

原子炉冷却材流量の  
部分喪失  

 1.26*2  1.25*2  1.27*2  約 100*2 － － － 約 7.27*2 

原子炉冷却材系の  
停止ループの誤起動  

 1.28  1.33  1.29  約 77 － － － 約 6.87 

外部電源喪失   1.26*2  1.25*2  1.27*2  約 100*2 － － － 約 7.81 

給水加熱喪失   1.10  1.09  1.10  約 117 － － － 約 7.40 

原子炉冷却材流量制御系

の誤動作  
 1.33  1.30  1.36  約 85 － － － 約 7.23 

負荷の喪失   1.08  1.08  1.08  約 110 － － － 約 8.21 

主蒸気隔離弁の誤閉止   1.26*2  1.25*2  1.27*2  約 100*2 － － － 約 8.05 

給水制御系の故障   1.21  1.20  1.22  約 104 － － － 約 7.45 

原子炉圧力制御系の故障   1.26*2  1.25*2  1.27*2  約 100*2 － － － 約 7.75 

給水流量の全喪失   1.26*2  1.25*2  1.27*2  約 100*2 － － － 約 7.68 

判断基準  1.08 以上   165%以下  燃料の許容設計限界以下*３  9.48MPa[gage]以下  

－：判断基準に該当しない箇所 

*1：原子炉圧力（圧力容器ドーム部）の最大値 

*2：初期値 

*3：反応度投入事象評価指針に示された燃料の許容設計限界

-
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４．事故の解析 

１号炉の取替燃料の一部としてＭＯＸ燃料を採用する変更に伴い、工学的安全施

設等の設計が妥当であることを確認するため、「安全評価指針」に基づき、以下の

事故の解析が行われている。 

① 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化 

・原子炉冷却材喪失 

・原子炉冷却材流量の喪失 

・原子炉冷却材ポンプの軸固着 

② 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化 

・制御棒落下 

③ 環境への放射性物質の異常な放出 

・放射性気体廃棄物処理施設の破損 

・主蒸気管破断 

・燃料集合体の落下 

・原子炉冷却材喪失 

・制御棒落下 

解析に当たっては、ＭＯＸ燃料の装荷に伴い、減速材ボイド係数、ドップラ係数、

局所出力ピーキング係数、燃料物性等が変わることを考慮し、解析条件が設定され

るとともに、ＭＯＸ燃料のプルトニウム同位体組成の変動についても考慮されてい

る。 

また、「環境への放射性物質の異常な放出」における線量評価については、ＭＯ

Ｘ燃料の採用に伴う放射性物質の放出量等の評価条件に変更はなく、「安全評価指

針」の一部改訂（平成１３年３月）に伴う変更であるとしている。 

なお、「原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化」における「原子炉冷却

材喪失」、「可燃性ガスの発生」及び「動荷重の発生」については、ＭＯＸ燃料の

採用による炉心特性や燃料特性を考慮しても解析条件に変更はなく、従来の解析結

果が変更されるものではないとしている。 

審査に当たっては、「安全評価指針」に基づき、それぞれの事象について以下に

示す具体的な判断基準を用い、解析結果の評価を行った。 

① 炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること。 
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「原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化」における「原子炉冷却

材喪失」の解析結果の評価に当たっては、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系

の性能評価指針」（以下「ＥＣＣＳ性能評価指針」という。）も用いた。 

② 燃料エンタルピは制限値を超えないこと。「反応度の異常な投入又は原子炉

出力の急激な変化」における「制御棒落下」の解析結果の評価に当たっては、

「反応度投入事象評価指針」及び「反応度投入事象取扱報告書」も用いた。 

③ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である

8.62MPa[gage]の1.2倍の圧力10.34MPa[gage]以下であること。 

④ 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である

427kPa[gage]以下であること。 

⑤ 周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

 

解析結果及び評価は、以下のとおりである。 

 

４．１ 解析結果 

これらの事故時において、炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却

が可能である。なお、「原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化」にお

ける「原子炉冷却材喪失」においては、燃料被覆管温度の最高値は９×９燃料（Ａ

型）で約687℃、９×９燃料（Ｂ型）で約669℃、ＭＯＸ燃料で約600℃であり「Ｅ

ＣＣＳ性能評価指針」に示された制限値1,200℃を下回っている。また、燃料被覆

管の酸化層厚みの増加は極めて小さいものであり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」の基

準を満足している。 

燃料エンタルピの最大値は「制御棒落下」において、９×９燃料（Ａ型）で約

673kJ/kg、９×９燃料（Ｂ型）で約614kJ/kg、ＭＯＸ燃料で約646kJ/kgであり、

「反応度投入事象評価指針」に示された制限値からさらに燃焼の進行並びにガドリ

ニア又はプルトニウム添加に伴うペレット融点低下分に相当するエンタルピを差

し引いた値である837kJ/kgを下回っている。なお、解析は、落下する制御棒の周

辺の局所的な炉心挙動の評価が必要であり、ＭＯＸ燃料装荷以降の代表的な炉心状

態である９×９燃料（Ａ型）又は９×９燃料（Ｂ型）及びＭＯＸ燃料 60 体を装荷

した平衡炉心について行われている。ここで、解析に用いる制御棒価値等には保守
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性が考慮されており、異なる種類の燃料が混在する場合に対しても解析結果は保守

性を有している。また、本事象においては炉心規模、ピーク出力部燃料エンタルピ、

原子炉停止余裕及び落下制御棒価値が「反応度投入事象取扱報告書」に示される浸

水燃料の破裂及びＰＣＭＩ破損による機械的エネルギの発生についての検討の適

用除外条件を満たしていることから、浸水燃料の破裂及びＰＣＭＩ破損による衝撃

圧力等の発生によって、原子炉停止能力及び原子炉圧力容器の健全性が損なわれる

ことはないとしている。 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、「制御棒落下」において最大の約

8.34MPa[gage]であり、原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の1.2倍を下

回っている。 

敷地等境界外における実効線量は、「主蒸気管破断」において最大の約 9.7×

10-2mSvであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるもので

はない。 

なお、「原子炉冷却材の喪失又は炉心の冷却状態の著しい変化」における「原子

炉冷却材流量の喪失」及び「原子炉冷却材ポンプの軸固着」では炉心核特性及び燃

料棒伝熱特性について、「原子炉冷却材の喪失又は炉心の冷却状態の著しい変化」

における「原子炉冷却材喪失」及び「環境への放射性物質の異常な放出」における

「主蒸気管破断」では原子炉出力時間変化及び崩壊熱について、異なる種類の燃料

の混在を考慮して、プラント挙動が厳しくなるような解析条件が選定されている。 

事故の解析結果の一覧を第２表に示す。 

 

４．２ 評価 

「１／３ＭＯＸ報告書」において「安全評価指針」に示された事象をそのまま用

いることができるとしている。 

事故として取り上げられている事象については、「安全評価指針」に基づき、「原

子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化」、「反応度の異常な投入又は原

子炉出力の急激な変化」及び「環境への放射性物質の異常な放出」に対して、解析

の結果が厳しくなる事象が選定されており、事象の選定は妥当なものと判断した。 

また、解析に用いられている条件及び手法は、①から③に示すとおり妥当なもの

と判断した。 
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① 事象の解析に当たっては、通常運転範囲及び運転期間の全域について考慮し、

サイクル期間中の炉心燃焼度変化、燃料交換等による長期的な変動及び運転中

予想される異なった運転モードを考慮して、判断基準に照らして最も厳しくな

る初期状態が選定されている。また、解析は、原則として事象が収束し、支障

なく冷態停止に至ることができることが合理的に推定できる時点までが包含

されている。 

② 解析に当たって考慮する安全機能は、原則として「重要度分類審査指針｣に

おいて定めるＭＳ－１及びＭＳ－２に属する構築物、系統及び機器による機能

としている。また、ＭＳ－３に属する放射線監視設備の一部（気体廃棄物処理

設備エリア排気モニタ）について、その機能を期待するとしている。 

 事故に対処するために必要な系統、機器については、基本的安全機能別に、

解析の結果を最も厳しくする機器の単一故障が仮定されており、必要な運転員

の手動操作については、時間的余裕が適切に考慮されている。 

 安全保護系の動作を期待する場合には、安全保護系作動のための信号の種類

及び信号発生時点が明確にされており、工学的安全施設の動作を期待する場合

には、外部電源が利用できない場合も考慮されている。 

 原子炉のスクラムの効果を期待する場合には、スクラムを生じさせる信号の

種類を明確にした上、適切なスクラム遅れ時間が考慮され、かつ、当該事象の

条件において最大反応度価値を有する制御棒１本が、全引き抜き位置にあるも

のとして停止効果が考慮されている。 

③ 解析に使用されている計算プログラム等は、いずれも実験結果との比較等に

より、その使用の妥当性が確認されている。 

 解析に使用されているモデル及びパラメータは、解析の結果が厳しくなるよ

う選定されている。また、パラメータについては、「１／３ＭＯＸ報告書」に

従い、ＭＯＸ燃料の特性がプルトニウム同位体組成の変動の影響も含めて事象

に応じて適切に反映され、不確定因子が考えられる場合には、適切な安全余裕

が見込まれている。 

 「制御棒落下」の評価に用いられる燃料エンタルピの制限値については「反

応度投入事象取扱報告書」に従い、燃焼が最も進んだ燃料ペレットの融点低下

並びにガドリニア又はプルトニウム添加による燃料ペレット融点低下を考慮
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して適切に設定されている。 

 

以上のように、事象の選定並びに解析の条件及び手法は妥当であり、また、Ⅳ４．

１に示すように解析結果は判断基準を満足していることから、本原子炉施設の工学

的安全施設等に関する設計は妥当なものと判断した。 



 

 

第 2 表 事故解析結果まとめ 

 

評価事象  

燃料被覆管温度の  
最高値  
(°C）  

燃料エンタルピの  
最大値  
(kJ/kg) 

原子炉冷却材圧力  
バウンダリにかかる  

圧力の最大値

(MPa[gage]) 

原子炉格納容器  
バウンダリにかかる  

圧力の最大値  
(kPa[gage]) 

実効線量  
(mSv) 

9×9 燃料  
(A 型 ) 

9×9 燃料

(Ｂ型 ) 
ＭＯＸ燃料

9×9 燃料

(A 型 ) 
9×9 燃料

(Ｂ型 ) 
ＭＯＸ燃料  

原子炉冷却材喪失（大破断）  約 687 約 669 約 600 

－  －  －  －  [約 350]*1 約 7.4×10-5 

原子炉冷却材喪失（中小破断）  約 634 約 646 約 565 

原子炉冷却材流量の喪失  － *2 － *2 － *2 －  －  －  約 8.29 －  －  

原子炉冷却材ポンプの  
軸固着  

－ *2 － *2 － *2 －  －  －  約 8.31 －  －  

制御棒落下  －  －  －  約 673 約 614 約 646 約 8.34 －  約 9.1×10-３ 

放射性気体廃棄物  
処理施設の破損  

－  －  －  －  －  －  －  －  約 1.3×10-2 

主蒸気管破断  － *2 － *2 － *2 －  －  －  －  －  約 9.7×10-2 

燃料集合体の落下  －  －  －  －  －  －  －  －  約 3.8×10-2 

判断基準  1,200°C 以下  
837 kJ/kg 以下  
（200cal/g）  

10.34MPa[gage]以下 427 kPa[gage]以下  5mSv 以下  

－：判断基準に該当しない箇所 

*1：[ ]内は原子炉設置変更許可申請書（平成１２年１２月５日付け許可）における値から変更なし 

*2：沸騰遷移を生じない

-
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５．立地評価のための想定事故の解析 

原子炉の立地条件の適否、すなわち、周辺公衆との離隔の確保の妥当性を確認

するため、「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」

（以下「原子炉立地審査指針」という。）及び「安全評価指針」に基づき、１号

炉について重大事故及び仮想事故として「原子炉冷却材喪失」及び「主蒸気管破

断」の解析が行われている。 

なお、重大事故及び仮想事故時の線量評価については、ＭＯＸ燃料の採用に伴

う放射性物質の放出量等の評価条件に変更はなく、「安全評価指針」の一部改訂

（平成１３年３月）並びに全身線量の積算値における人口集計及び人口推計デー

タの最新データの反映に伴う変更であるとしている。 

審査に当たっては、「原子炉立地審査指針」及び「安全評価指針」に基づき、

以下に示す具体的な判断基準を用い、立地評価のための解析結果の評価を行った。 

① 原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること。 

「ある距離の範囲」を判断するためのめやすとして、重大事故の場合につ

いて次の線量を用いる。 

・甲状腺（小児）に対して 1.5Sv 

・全 身    に対して 0.25Sv 

② 原子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は、低人

口地帯であること。 

「ある距離の範囲」を判断するためのめやすとして、仮想事故の場合につ

いて次の線量を用いる。 

・甲状腺（成人）に対して 3Sv 

・全 身    に対して 0.25Sv 

③ 原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れていること。 

「ある距離だけ離れていること」を判断するためのめやすとして、仮想事

故の場合における全身線量の積算値に対して２万人Sv を参考とする。 

 

解析結果及び評価は、以下のとおりである。 
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５．１ 解析結果 

重大事故について、敷地等境界外におけるγ線による全身に対する線量は、

「原子炉冷却材喪失」において最大となり約 3.6×10-2mSv である。また、小児

の甲状腺に対する線量は、「主蒸気管破断」において最大となり約 10mSv であ

る。 

仮想事故について、敷地等境界外におけるγ線による全身に対する線量は、

「原子炉冷却材喪失」において最大となり約 1.8mSv である。また、成人の甲状

腺に対する線量は、「主蒸気管破断」において最大となり約 12mSv である。 

さらに、全身線量の積算値については、「原子炉冷却材喪失」において最大と

なり、西暦 2005 年の人口に対して約 0.098 万人 Sv である。なお、参考として

西暦 2055 年の推計人口に対する全身線量の積算値は約 0.079 万人Sv である。 

 

５．２ 評価 

立地評価のための想定事故（重大事故及び仮想事故）として取り上げられてい

る事象については、「１／３ＭＯＸ報告書」において、「安全評価指針」に示さ

れる事象をそのまま用いることができるとされており、「安全評価指針」に従い

選定されていることから、妥当なものと判断した。 

核分裂生成物の放出量及び線量の評価は、「原子炉立地審査指針」の趣旨に照

らして、結果が十分厳しくなるような解析条件を用いて行われており、また「安

全評価指針」に適合しているので、妥当なものと判断した。 

以上の解析条件に基づいて計算された甲状腺に対する線量及び全身に対する

線量並びに全身線量の積算値は「原子炉立地審査指針」に示されるめやす線量を

十分下回っている。 

したがって、本原子炉の立地条件は「原子炉立地審査指針」に適合しているも

のと判断した。 

なお、「『プルトニウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプルトニウム

に関するめやす線量について』の適用方法などについて」を踏まえ、「プルトニ

ウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量

について」を用いた被ばく評価を行わないとすることは妥当と判断した。 
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Ⅴ  審査経過 

 

本審査書は、北陸電力株式会社が提出した「志賀原子力発電所原子炉設置変更許

可申請書（１号原子炉施設の変更）及び同添付書類」に基づき審査を行った結果を

取りまとめたものである。主な経過は以下のとおりである。 

 

○平成２２年６月２８日 

北陸電力株式会社が「志賀原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（１号及び

２号原子炉施設の変更）及び同添付書類」を提出 

○平成２２年１１月１１日 

現地調査の実施（北陸電力株式会社志賀原子力発電所） 

 ○平成２３年９月３０日 

北陸電力株式会社が同申請に係る補正書を提出 

（主な補正内容） 

 １号炉及び２号炉の使用済樹脂タンクの共用化に関する記載を削除 

 ○平成２４年３月１６日 

  北陸電力株式会社が同申請に係る補正書を提出 

  （主な補正内容） 

    設置変更許可の経緯に許可実績（１号炉及び２号炉の使用済樹脂タンクの共 

用化（平成２４年３月５日付け許可））を反映 




